
 
 

第２章 業務の概要及び実績
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（１）行政文書の開示 

①業務概要 

行政機関等が保有する文書については、情報公開法に基づいて開示請求することができま

す。 

行政文書の開示請求が申請された場合には、行政文書を保有する担当部署と協力し、行政

文書の写しの交付を行っています。なお、個人に関する情報などの不開示情報が記録されて

いる場合は不開示となります。 

 

②業務実績 

  令和５年度における開示請求の件数は、次のとおりです。 
 

部門 件数 

年金・健康福祉部門 ４  

医療指導部門 ２３  

麻薬取締部門 0  

合計 ２７  

 

（２）採用関係 

内容 実績 

パンフレット ・新規採用案内パンフレットの作成 

動画 
・新規採用案内動画の作成 （令和３年度に作成、次回作成

は、令和６年度の予定。） 

 

１ 総務課 
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（１） 

 

（1）四国厚生支局の総合的な企画及び立案 

①業務概要 
企画調整課は、四国厚生支局の総合的な企画及び立案に関する業務を所掌し、関係機関との

連絡調整や支局内の調整・取りまとめを行っています。 
主な業務として、支局組織目標の策定、業務計画の取りまとめ、広報の推進、職員研修の企

画、組織的な業務改善に向けた取組みなどを行っています。 
 

 ②業務実績 
   令和５年度における業務実績は、次のとおりです。 
 

    【広報関係】 
内容 実績 

四国厚生支局ホームページ 
・各種情報の掲載 
・各課で実施した事業に係るフォトレポートの掲載 

パンフレット 
・四国厚生支局業務紹介パンフレットの作成及び四国厚

生支局ホームページへの掲載 

ＹｏｕＴｕｂｅ「四国厚生

支局公式チャンネル」 

・「令和４年度老人保健健康増進等事業フォーラム」

（地域包括ケア推進課）、「定例報告について」（医療

課）等について動画掲載 

合同庁舎屋外電光掲示板 
・「学生納付特例制度」「年金予約相談」外２４件の広

報内容について電光掲示板へ表示 

 
【職員研修】 

開催月 研修名 

令和５年 ４月 新規採用者研修 

令和５年 ６月 
政策研修 

（厚生労働省の国際業務について） 

令和５年１０月 防災研修 

令和５年１１月 
政策研修（医療安全について周術期の視点から考え

る） 

令和５年１２月 わかりやすい資料の作り方研修 

 

【業務改善の取り組み】 
開催月 実施内容 

令和５年９月 

【令和５年度第１回業務改革

推進月間】 

・各課所におけるミーティングの実施 

・幹部職員のマネジメント改革の推進 

・Teams の利用推進 

２ 企画調整課 
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令和６年２月 

【令和５年度第２回業務改革

推進月間】 

・各課所におけるミーティングの実施（取組の改善と

定着） 

・在庁時間の縮減（定時退庁の強力な推進） 

・業務効率化に資する動画、資料の活用について 

 

（２）四国地方社会保険医療協議会総会の運営 

①業務概要 
社会保険医療協議会法に基づき、四国厚生支局に「四国地方社会保険医療協議会」が設置さ

れています。協議会は、保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消、保険医及び保険薬

剤師の登録の取消等について、厚生労働大臣（四国厚生支局長へ委任）の諮問に応じて審議・

答申するほか、自ら建議することができます。 
協議会は「総会」と各県を担当する４つの「部会」で構成されています。企画調整課におい

ては「総会」の庶務を担当しており、四国地方社会保険医療協議会会長及び各委員への日程調

整、各委員への総会開催前後での事務手続き等のほか、毎年１０月の任期満了（任期２年、毎

年委員の半数が改選）に伴う委員改選の調整及び申請手続き等を行っています。なお、部会の

庶務は指導監査課及び各県事務所が担当しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 ②業務実績 

令和５年度における総会の開催状況は、次のとおりです。 
 

開   催 採 決 内 容 

令和５年１０月 

（書面にて左記採決

を実施） 

・会長選出にかかる選挙及び改選委員の各県部会所属について 

◆四国地方社会保険医療協議会の概要 
〔総会〕 

・委員定数：２０名 
・委員構成：支払側委員７名（保険者、被保険者、事業主を代表する委員） 

診療側委員７名（医師、歯科医師、薬剤師を代表する委員） 
公益委員＿６名（公益を代表する委員） 

・審議内容：保険医療機関及び保険薬局の指定の取消並びに保険医及び保険薬剤師の登

録の取消等 
〔部会〕 

・委員定数：８名 
・委員構成：支払側委員３名（保険者、被保険者、事業主を代表する委員） 

診療側委員３名（医師、歯科医師、薬剤師を代表する委員） 
公益委員＿２名（公益を代表する委員） 

・審議内容：保険医療機関及び保険薬局の指定（総会の事務事項を除く） 
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③その他 

審議会等における委員及び臨時委員の女性登用については、「審議会等委員等の任命事務に

ついて」（平成 30 年 11 月 8 日大臣官房人事課長通知）において、令和７年末までに委員に占

める女性比率 40％以上 60％以下、臨時委員に占める女性比率 40％以上 60％以下とすることが

求められています。 
令和５年度末における女性比率は、委員においては 15％、臨時委員においては 50％となっ

ており、引き続き本取り組みを進めてまいります。 
 

（３）「国民の皆様の声」への対応 

①業務概要 
「国民の皆様の声」は、厚生労働行政の政策改善につながるきっかけとなることから、国

民の皆様からの行政に関するご意見・ご要望等を受け付けています。 
四国厚生支局の各課や各県事務所に寄せられた「国民の皆様の声」については、取りまと

め、支局内で情報共有するとともに随時、厚生労働本省へ報告しています。 

なお、寄せられた「国民の皆様の声」については厚生労働省ホームページで公表していま

す。 

②業務実績 

令和５年度に寄せられた「国民の皆様の声」は、次のとおりです。 
 

厚生労働本省への報告 件数 

大臣官房地方課 0 
医  政  局 0 
社 会 ・ 援 護 局 0 
健 康 局 0 
保 険 局 0 

合 計 0 
 

（４）四国南海トラフ地震対策戦略会議への参画 

①業務概要 

四国管内では、東南海・南海地震への対策が急務となり、防災関係機関の情報共有及び施

策の連携・調整を図ることを目的に「四国東南海・南海対策連絡調整会議」が設置されまし

た。また、東日本大震災を踏まえ、四国地方における巨大地震に対する防災基本戦略の策定を

目的として連絡調整会議に学識経験者等を加えた「四国東南海・南海地震対策戦略会議」も設

置され、上記２会議は「四国南海トラフ地震対策戦略会議」に改組されました。四国厚生支局

では、四国南海トラフ地震戦略会議に参画し地震防災対策の充実に向けて取組んでいます。 

 
②業務実績 

「四国南海トラフ地震対策戦略会議」では、「四国地震防災基本戦略」が策定されています。 
四国厚生支局では、「根幹的な応急対応に関する項目」のうち、「救援・救護（ＤＭＡＴの

広域派遣計画・広域医療搬送計画）」に関する対応すべき課題に対し、関係機関として参画
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し、四国南海トラフ地震への対策に向け取り組んでいます。    
令和５年度においては、６月に香川県で会議が開催されました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆四国厚生支局の防災に関する取組み 
〔概要〕 

四国厚生支局における防災対応については、当支局が講ずべき防災業務等の措置及び

実施手順を定めた「四国厚生支局業務継続計画及び防災業務の実施について」（以下、

四国厚生支局業務継続計画実施要領という。）に基づき実施しています。四国厚生支局

業務継続計画実施要領の実効性をより高め、防災に関する取り組みを推進するため、令

和４年度に「四国厚生支局防災チーム」を設置し、支局内一体となり防災対策にあたっ

ています。 

〔実績〕 
令和５年度においては、支局内全体として以下の取り組みを行っております。 

・「四国厚生支局業務継続計画実施要領」の見直し 
・「四国厚生支局防災チーム設置規程」の見直し 
・防災訓練の検討・実施 
・庁舎内の点検・耐震 
・災害発生時に備えた備蓄品の検証 
・防災チームの翌年度活動計画の策定 
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（１）機構の収納職員及び徴収職員の認可 

  ①業務概要 

    事業主の方が納める厚生年金保険等の保険料や自営業の方などが納める国民年金保険料（以

下「保険料」という。）の収納事務については「収納職員」が、また、その保険料が納付さ

れない場合の滞納処分については「徴収職員」が行っています。 
    収納職員及び徴収職員は機構理事長が任命しますが、その任命に当たっては、あらかじめ厚

生労働大臣（地方厚生（支）局長に委任）の認可が必要となっています。 
    四国厚生支局では、機構本部から各年金事務所等に配置する収納職員及び徴収職員について

認可申請があった場合、当該申請の審査と認可を行っています。 
 
  ②業務実績 
    令和５年度における収納職員等の認可実績は、次のとおりです。 

認可内容 認可人数 

収納職員 31 
徴収職員 35 

 

（２）機構が行う滞納処分等の認可及び確認 

  ①業務概要 
    機構が保険料等を滞納している厚生年金保険等の適用事業所や国民年金の被保険者に対し

滞納処分や財産調査を行う場合は、あらかじめ厚生労働大臣（地方厚生（支）局長に委任）

の認可が必要となっています。 
    四国厚生支局では、機構本部（通常分）及び各年金事務所（緊急分及び随時分）から認可

申請があった場合、当該申請の審査と認可を行っています。 

    ※「通常分」とは毎月一定の時期を定めて行われ機構本部から一括して認可申請されるもの、「緊急分」とは事

業の廃止や破産等で急を要するため機構四国地域部を経由して各年金事務所から個別に認可申請されるもの、

「随時分」とは会計検査院から指摘された徴収不足保険料等で各年金事務所から個別に認可申請されるものを

いう。 

 

３ 年金管理課 

 

◆年金制度に関する管理・運営 

公的年金制度は、厚生労働大臣が財政責任・管理運営責任を負いつつ、一連の業務運営

は日本年金機構（以下「機構」という。）が実施しています。 

機構では、厚生労働大臣の直接的な監督の下、公的年金の適用や保険料の徴収、年金に

関する相談や年金の決定を行っていますが、年金に関する事務に関して、行政が行う必要

があるとされた次の業務について、四国厚生支局が実施しています。 
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  ②業務実績 

    令和５年度における滞納処分等の認可実績は、次のとおりです。 

認可内容 認可件数 

滞納処分等（通常分） 31,536 
滞納処分等（緊急分） 6 
滞納処分等（随時分） 86 

計 31,628 

 
  ③実施結果 
    機構が実施した滞納処分等については、機構本部で月単位として取りまとめ、翌月末までに

四国厚生支局に対し実施結果の報告があり、四国厚生支局では、適正に滞納処分等が執行さ

れているかの確認を行っています。 
    令和５年度における確認結果は、次のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※「突合」は認可書交付後に年金事務所が滞納処分等を行っている場合、「不突合」は認可書交付前に年金事

務所が滞納処分等を行っている場合の件数。 

 

（３）機構が行う立入検査等の認可及び確認 

  ①業務概要 

    機構が行う厚生年金保険等の未適用事業所への加入指導・立入検査又は適用事業所への事

業所調査（以下「立入検査等」という。）については、あらかじめ厚生労働大臣（地方厚生

（支）局長に委任）の認可が必要となっています。 

    四国厚生支局では、機構四国地域部から各年金事務所分を取りまとめた認可申請（通常分

及び緊急分）があった場合、当該申請の審査と認可を行っています。 

    ※「通常分」とは毎月一定の時期を定めて行われ機構四国地域部から一括して認可申請されるもの、「緊急分」

とは従業員等からの情報提供等により年金事務所において速やかに調査等を行う必要がある場合、機構四国地

域部を経由して認可申請されるものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 報告件数 

実施結果 
突 合 3,384 
不突合 0 

計 3,384 

差押等の 

執行状況 

完 納 406 
分 割 納 付 266 
処分続行中 2,712 

計 3,384 
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  ②業務実績 
    令和５年度における立入検査等の認可実績は、次のとおりです。 

認可内容 認可件数 

立入検査等（通常分） 21,659 
立入検査等（緊急分） 100 

計 21,759 
   

③実施結果 

    機構が実施した立入検査等については、機構四国地域部で認可後１年（認可有効期限）経過

した時点の各年金事務所分を取りまとめ、認可有効期限が経過した日の属する月の翌月20日

までに四国厚生支局に対し実施結果の報告があり、四国厚生支局では適正に事業所の調査が

実施されているかの確認を行っています。 

    令和５年度における確認結果（令和４年度中の認可に関するもの）は、次のとおりです。 

区分 報告件数 

立入検査等 

実 施 件 数 

指 摘 有 の 事 業 所 4,262 
指 摘 無 の 事 業 所 8,160 
行方不明の事業所 63 

計 12,485 
未 実 施 の 事 業 所 7,194 

計 19,679 
 

（４）機構が行う受給権者及び被保険者調査の認可及び確認 

  ①業務概要 
    機構が行う受給権者及び被保険者に関する調査（以下「受給権者等調査」という。）につ

いては、あらかじめ厚生労働大臣（地方厚生（支）局長に委任）の認可が必要となっていま

す。 
    四国厚生支局では、機構四国地域部から各年金事務所分を取りまとめた認可申請（通常分

及び緊急分）があった場合、当該申請の審査と認可を行っています。 
    ※「通常分」とは毎月一定の時期を定めて行われ機構四国地域部から一括して認可申請されるもの、「緊急分」

とは障害の状態を診断させる調査など年金事務所において速やかに調査等を行う必要がある場合、機構四国地

域部を経由して認可申請されるものをいう。 

 
  ②業務実績 
    令和５年度における受給権者等調査の認可実績は、次のとおりです。 

認可内容 認可件数 

受給権者等調査（通常分） 6 
受給権者等調査（緊急分） 0 

計 6 
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③実施結果 
    機構で実施した受給権者等調査については、機構四国地域部で各年金事務所分を取りまとめ、

毎年度終了後の４月末までに四国厚生支局に対し実施結果の報告があり、四国厚生支局では、

適正に調査が実施されているかの確認を行っています。 
    令和５年度における確認結果は、次のとおりです。 

区分 報告件数 

受 給 権 者 等 調 査 認 可 件 数 6 
受 給 権 者 等 調 査 実 施 件 数 4 
受給権者等調査未実施件数 2 

計 6 
 

（５）厚生年金保険料等の納付猶予の許可 

  ①業務概要 
    厚生年金保険料等については、納付義務者が災害等により、その財産について相当な損失

を受けた場合において、納付義務者がその納付すべき保険料等を一時的に納付することが困

難と認められる場合等に、納付を猶予することが認められています。 
    四国厚生支局では、機構四国地域部から各年金事務所分を取りまとめた納付猶予の申請

（通常分及び災害分）があった場合、当該申請の審査と許可を行っています。 
    ※「通常分」とは「通常の納付猶予」及び「届出が遅延した場合の納付猶予」で、機構四国地域部より随時猶予

申請されるもの、「災害分」とは「災害による納付の猶予」で、機構四国地域部より毎月一定の時期を定めて

猶予申請されるものをいう。 

 
  ②業務実績 
    令和５年度における厚生年金保険料等の納付猶予の許可実績は、次のとおりです。 

許可内容 許可件数 

納付猶予（通常分） 0 
納付猶予（災害分） 0 

計 0 
 

（６）機構が行う保険料等の収納確認 

  ①業務概要 
    四国厚生支局（年金管理課の指定された官職の職員）では、厚生年金保険料等の領収済通知

書の受領事務に関する歳入徴収官の代行機関として、受領事務を行う機構事務センター職員

（国の非常勤職員として任用）から日々報告される「領収済通知書受付日計表」の内容を確

認し、受領事務が適正に行われているかの確認を行っています。 
    また、原則年１回、機構事務センターを巡回し、領収済通知書の受領事務が適正に行われて

いるかの確認を行っています。 
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  ②業務実績 

    日々報告される「領収済通知書受付日計表」の内容を確認するほか、年金管理課の指定され

た官職の職員が機構事務センターに赴き、領収済通知書の受領事務が適正に行われているか

の確認を行っています。 

 

（７）国民年金事務費交付金等の審査 

  ①業務概要 

    国民年金事業等の円滑な実施を図るため、住民の一番身近な行政窓口である市町村へ国民

年金等の事務の一部を委託しています。当該事務の実施に要する費用については、国は一定

の基準に基づき、地方厚生（支）局が市町村からの申請を審査し、厚生労働省年金局が国民

年金事務費交付金等として資金交付を行っています。 

    この交付金は、法律により市町村が実施する法定受託事務を遂行するに当たって必要な経費

に対して交付するものと、被保険者などへのサービス向上を図る観点から厚生労働省、機構

及び市町村との協力・連携のもとに実施される事務に必要な経費に対して交付するものがあ

ります。 
    四国厚生支局では、事業の円滑な実施のため、管内の市町村と連携し、交付申請書や各種報

告書の審査などにあたっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  ②業務実績 
    令和５年度における交付実績は、次のとおりです。 
    【法定受託事務に係る交付金】                   （単位：千円） 

県名 交付決定額 概算交付額 精算交付額 

徳島県 （市町村数24） 153,104 80,877 72,227 
香川県 （市町村数17） 154,326 85,693 68,633 
愛媛県 （市町村数20） 244,759 140,895 103,864 
高知県 （市町村数34） 150,386 75,228 75,158 

計 （市町村数95） 702,575 382,693 319,882 
 

 
◆ 法定受託事務とは・・ 

国民年金法の規定により市町村が実施する国民年金被保険者の資格取得や資格喪失、

種別変更等の届書の受理に関する事務 
 
◆ 協力・連携事務とは・・ 

法定受託事務以外に被保険者などへのサービス向上を図る観点から、厚生労働省、機

構及び市町村との協力・連携のもとに実施される、資格取得時における保険料の納付督

励、口座振替、前納の促進のほか、市町村で実施している年金相談業務等に関する事務 
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【協力・連携事務に係る交付金】                  （単位：千円） 

県名 交付決定額 概算交付額 精算交付額 

徳島県 （市町村数24） 19,335 7,069 12,266 
香川県 （市町村数17） 35,712 12,739 22,973 
愛媛県 （市町村数20） 50,730 23,284 27,446 
高知県 （市町村数34） 16,449 6,408 10,041 

計 （市町村数95） 122,226 49,500 72,726 
     ※「概算交付額」とは年度の交付実績及び年度当初の計画額の一定額を合わせ第１四半期から第３四半期まで

に資金交付した額、「精算交付額」とは年度末に国民年金事務費交付金等の交付額を決定し、その決定額か

らすでに資金交付した第１四半期から第３四半期までの概算交付額を差し引いた額を第４四半期に資金交付

した額をいう。実績額は千円未満を切り捨てにより記載。 

 

（８）年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金の審査 

  ①業務概要 

    年金生活者支援給付金事業の円滑な実施を図るため、国民年金事業と同様に、市町村へ年

金生活者支援給付金事業の事務を一部委託しています。当該事務の実施に要する費用につい

ては、国は一定の基準に基づき、地方厚生（支）局が市町村からの申請を審査し、厚生労働

省年金局が年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金として資金交付を行ってい

ます。 

    この交付金は、法律により市町村が法定受託事務を遂行するに当たって必要な経費に対し

て交付するものと、受給者などへのサービス向上を図る観点から厚生労働省、機構及び市町

村との協力・連携のもとに実施される事務に必要な経費に対して交付するものがあります。 

    四国厚生支局では、事業の円滑な実施のため、管内の市町村と連携し、交付申請書や各種報

告書の審査などにあたっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆ 法定受託事務とは・・ 

年金生活者支援給付金の支給に関する法律の規定により市町村が実施する年金生活者

支援給付金の支給に関する、各種認定請求書の受理、機構への受給資格者の所得情報の

提供等に関する事務 
 
◆ 協力・連携事務とは・・ 

法定受託事務以外に受給者などへのサービス向上を図る観点から、厚生労働省、機構

及び市町村との協力・連携のもとに実施される、制度周知、制度・手続に関する相談、

機構との合意により行われる各種情報の提供等に関する事務 
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  ②業務実績 
    令和５年度における交付実績は、次のとおりです。 
    【交付決定額】                          （単位：千円） 

県 名 交付決定額 法定受託事務 協力・連携事務 特別事情分 

徳島県 （市町村数24） 2,112 1,822 290 0 
香川県 （市町村数15） 1,528 1,294 234 0 
愛媛県 （市町村数19） 3,476 3,006 470 0 
高知県 （市町村数29） 2,162 1,861 301 0 

計   （市町村数87） 9,278 7,983 1,295 0 
     ※「特別事情分」とはシステム改修に要した経費に対して交付した額をいう。実績額は千円未満を切り捨てに

より記載。 

 

（９）健康保険事務指定市町村に関する交付金の審査 

  ①業務概要 
    日雇特例被保険者※に係る保険者の事務のうち、厚生労働大臣が行うこととされている日雇

特例被保険者手帳の交付等に関する事務は、法定受託事務として、厚生労働大臣が指定する

市町村（以下「事務指定市町村」という。）が行い、その事務に必要な費用は、厚生労働省

年金局から資金交付を行っています。 
    四国厚生支局では、四国厚生支局管内７事務指定市町村より提出された交付申請書及び各種

報告書などの内容を審査し、厚生労働省年金局へ報告を行った後、厚生労働省年金局が資金

交付を行っています。 
※  日雇特例被保険者とは、健康保険法第３条第２項に規定のある、適用事業所に使用される日雇労働者のこと

です。日雇特例被保険者の保険者は全国健康保険協会ですが、指定市町村に居住している日雇特例被保険者は、

居住地の役所（役場）にて日雇特例被保険者手帳の交付など一部の手続きができます。 

 
  ②業務実績 
    令和５年度における交付実績は、次のとおりです。 

県名 指定市町村数 申請市町村数 
交付 

手帳交付等件数 金額（円） 

徳島県 6 4 7 646 
高知県 1 0 0 0 

計 7 4 7 646 
     ※香川県及び愛媛県には事務指定市町村はありません。 

 
（１０）社会保険労務士に関する業務 

  ○業務概要 

    社会保険労務士法に関する業務のうち社会保険諸法令に関するものは、厚生労働大臣（地方

厚生（支）局長に委任）が行うものとされ、四国厚生支局では、次の業務を行っています。 
    ・社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対する報告及び検査 
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    ・社会保険労務士が社会保険労務士法等に違反した場合の社会保険労務士会等からの通知の

受理 
    ・社会保険労務士会の総会決議の取消及び役員の解任の命令 
    ・社会保険労務士会に対する報告徴収、勧告及び調査 
    ・社会保険労務士会からの社会保険労務士等に対して注意勧告を行った場合の報告 
    ・社会保険労務士に不正があった場合の懲戒処分に係る聴聞 
    ・全国社会保険労務士会連合会が実施している社会保険労務士試験への協力等 
    令和６年３月末現在における社会保険労務士会会員数及び法人数は、次のとおりです。 

県名 
会員数（人） 社労士 

法人数 開業 法人の社員 勤務 その他 計 
徳島県 119 15 19 24 177 9 
香川県 193 24 48 19 284 13 
愛媛県 241 39 52 34 366 27 
高知県 116 14 42 18 190 9 

計 669 92 161 95 1,017 58 

 

（１１）年金委員の委嘱・解嘱等及び大臣表彰 

  ①業務概要 
    年金委員は、年金事業の理解を高め、その円滑な運営を図ることを目的として機構が行って

いる公的年金制度の適用、給付、保険料その他の事項についての啓発、相談及び助言等の活

動を行っています。 
    年金委員には、厚生年金保険の適用事業所の事業主が推薦し、委嘱される「職域型」の年金

委員と、市町村等が推薦し、委嘱される「地域型」の年金委員に区別され、いずれも厚生労

働大臣が委嘱を行っています。 
    四国厚生支局では、事業主や市町村等より推薦のあった年金委員候補者に対して、委嘱に関

する審査、決定及び委嘱状の発行、年金委員証明書の発行等を行っています。 
    平成２５年度より、多年にわたり政府管掌年金事業の推進・発展に貢献した者に対して、そ

の功績を称え労苦に報いるとともに、併せて政府管掌年金事業の一層の推進に寄与すること

を趣旨として、年金委員功労者厚生労働大臣表彰を行っています。 
 

    （参考） 

○ 年金委員は、機構と協力連携の下、厚生年金保険の適用事業所の事業主、被保険者及び地域

住民に対して次の職務を行います。 

        ・機構が取り組む年金記録問題への対応についての協力及び支援 

        ・機構が実施する年金制度等に関する説明会及び普及啓発活動への協力 
        ・機構が発出する各種通知やお知らせ等に関する説明及び相談 
        ・各種届出手続きについての相談及び助言並びに適切な届出の励行 
        ・前各号に掲げるものの他、政府管掌年金事業の推進に必要な活動 

○ 「職域型」の年金委員は、厚生年金保険の適用事業所に設置されており、設置数は常時  

３００人未満の被保険者を使用する適用事業所については１名以上、常時３００人以上の被

保険者を使用する適用事業所については２名以上としています。なお、任期はありません。 

○ 「地域型」の年金委員は、市町村または各種団体から推薦があった者について委嘱を行って

います。なお、任期は３年です。 
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  ②業務実績 

    令和６年３月末現在における年金委員数は、次のとおりです。 
県名 年金事務所名 職域型 地域型 計 

徳島県 

徳島北 590 
58 1,545 徳島南 697 

阿波半田 200 

香川県 

高松西 878 
162 3,015 高松東 1,037 

善通寺 938 

愛媛県 

松山西 747 

140 2,839 
松山東 470 
新居浜 625 
今 治 452 
宇和島 405 

高知県 

高知東 421 

43 1,370 
高知西 450 
南 国 249 
幡 多 207 

計 8,366 403 8,769 
 

    令和５年度における年金委員功労者厚生労働大臣表彰は、次のとおりです。 
県名 年金事務所名 表彰者数 備考 

徳島県 阿波半田 1 職域型 

香川県 
高松東 1 職域型 

善通寺 1 職域型 

愛媛県 松山西 1 職域型 

高知県 南 国 1 職域型 

計 5  

 

（１２）学生納付特例事務法人の指定及び監督 

  ①業務概要 

    ２０歳以上の大学生等の方は、国民年金に加入する義務がありますが、所得のない方が

保険料を納付できずに、将来、年金を受け取ることができなくなることや、不慮の事故等

により障害が残ってしまった場合に、障害基礎年金を受け取ることができなくなること等

を防止するため、ご本人からの申請により国民年金保険料の納付が一定期間猶予される

「学生納付特例制度」があります。 

    この制度を活用するためにできるだけ申請のしやすい環境整備を行い、大学等が学生か

らの申請を代行できる「学生納付特例事務法人」の指定を行っています。 
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    四国厚生支局では、次の業務を行っています。 

    ・学生納付特例事務法人の指定及び指定の取消に係る審査及び決定 

    ・学生納付特例事務法人への改善命令 

    ・学生納付特例事務法人制度の普及・推進 

 

  ②業務実績 

    令和５年度は、毎年11月の「ねんきん月間」に合わせ１０月に管内２７６校に対して、

「学生納付特例事務法人」の指定受諾に関する協力依頼、「学生納付特例制度」等の公的年

金制度の周知依頼及び機構職員による「年金セミナー」実施に関する協力依頼の通知等を 

行っています。令和６年３月末現在における学生納付特例事務法人数は、次のとおりです。 

県名 
事務法人 事務取扱教

育施設 法人 指定校 

徳島県 2 2 1 
香川県 6 6 1 
愛媛県 7 10 0 
高知県 9 11 4 

計 24 29 6 
    ※「事務法人」の「指定校」は法人が設立する大学、専門学校等であり、「事務取扱教育施設」とは国又は地方

公共団体が設置する県立学校等である。 

 

（１３）保険料納付確認団体の指定及び監督 

  ○業務概要 

    同種の事業や業務に従事する国民年金の被保険者を構成員とする団体等が、国民年金の

被保険者である構成員の委託に基づき、構成員の国民年金保険料の納付状況を確認できる

「保険料納付確認団体制度」があり、厚生労働大臣（地方厚生（支）局長に委任）が指定

を行っています。 

    この制度は、団体等が年金受給権を確保することが目的であり、団体等が構成員へ国民

年金保険料の納付状況を通知するとともに、未納であれば自主的な納付を促すものです。 

 

（１４）機構との協力・連携 

  ①業務概要 

    機構が行う年金事業が適正かつ円滑に運営されるよう、機構との情報交換や共有化、ま

た、公的年金制度の啓発・普及を目的とした地域年金展開事業の協力・連携を行っていま

す。 

 

②業務実績 

    公的年金制度関係の最近の動向や四国厚生支局及び機構の四国管内の業務状況などについ

て情報及び意見交換を行いました。また、地域年金展開事業への支援を行いました。 
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    ・機構との事務打合せ会の実施 

    ・地域年金事業運営調整会議（各県代表年金事務所主催）への参加 

・地域年金展開事業の実施に関する協力・連携（管内の大学等に対する年金制度周知パン

フレットの送付、管内の大学等に対する「年金セミナー」開催の要請） 
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（１）年金記録の訂正請求に関する調査 

①業務概要 
日本年金機構年金事務所段階で訂正できない年金記録の訂正請求事案について、様々な関

連資料や周辺事情などを幅広く詳細に調査し、中国四国地方年金記録訂正審議会の答申に基

づき、年金記録の訂正・不訂正を決定しています。 
  

②業務実績 
令和５年度における訂正請求の受付・処理状況は、次のとおりです。 

 

 国民年金 厚生年金保険  計   

受付件数 5 （0） 58  63  
処理件数 5  （0） 57  62  

 

四国厚生支局で処理 4  （0） 13  17  
 訂正決定 0  （0） 13  13  

不訂正決定 4  （0）  0  4  

請求却下 0  （0）  0  0  
日本年金機構で記録訂正 0  （0）  32  32  
訂正請求の取下げ等 1  （0） 12  13 

※（ ）内は、脱退手当金の件数を再掲したものです。訂正決定の件数は、請求期間の一部について訂

正決定した事案を含みます。 

 

（２）中国四国地方年金記録訂正審議会四国担当部会の運営 

○業務概要 
    中国四国地方年金記録訂正審議会は、年金記録の訂正請求事案のうち、年金事務所段階で

訂正できない請求事案について中立的な立場で公平・公正な判断を行うため、中国四国厚生

局に設置されています。 
同審議会には四国を担当する部会が置かれ、弁護士、社会保険労務士、税理士などの有識

者が、一つ一つの請求事案について、年金記録を訂正すべきかどうかを中立的な立場で審議

して判断します。 
四国厚生支局では部会の運営をはじめ、委員に関する庶務等を行っています。 

 

４ 年金審査課 

30



 
 

 
 

 

（１）各種養成施設等の指定及び監督 

①業務概要 
国民の健康や安全な生活の維持向上を図ることを目的として、一定の資格を有する人材を

育成する厚生労働省所管の各種養成施設等について、新規の指定（認定）及び変更等の申請を

受理し、審査を行うとともに、既指定（認定）の養成施設等について、指定（認定）規則及び

指導要領に適合した運営、教育がなされるよう、指導・監督を行っています。 

令和６年３月末現在の各種養成施設等の指定（認定）状況は、次のとおりです。 

 
 

施設種別 課程（施設）数 

管理栄養士養成施設 5 (5) 
栄養士養成施設 5 (5) 
科目確認大学等（社会福祉士） 10 (9) 
介護福祉士養成学校 4 (4) 
福祉系高等学校等 4 (4) 
あ・は・き養成施設 1 (1) 

計 29 (28) 
※管理栄養士の５養成施設は栄養士の資格も得られます。 

※「あ・は・き養成施設」とはあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師養成施設を略したもの。 

 
②業務実績 

令和５年度における指定等及び指導監督の業務実績は、次のとおりです。 
 

【指定等に関する事務】 

養成施設等の種別 指定 
取消 

(廃止) 

変更 

承認 
変更届 報告書 

管理栄養士養成施設  0 0   1 0 5 
栄養士養成施設 0 0  2 1 5 
科目確認大学等（社会福祉士） 0 1 0 24  
介護福祉士養成学校 0 1 1 10 5 
福祉系高等学校等 0 0 1 8 4 
あ・は・き養成施設 0 0 0 3 1 

計 0 2 5 46 20 
※「指定」は，令和５年度中に指定手続きが終了した養成施設の数。 

  ※「変更承認」は学則（修業年限、養成課程、定員、学級数）、校舎の用途、面積、配置図等の変更する場合で、   

「変更届」は設置者、名称、住所、学則（変更承認以外）、専任教員に関する事項、実習施設等に関する事項

について変更する場合に提出。「報告書」については年に 1 度の学生数等の報告である。 

5 健康福祉課 

31



 
 

【指導監督に関する業務】 

養成施設等の種別 

対象 

施設数 

実施 

施設数 

管理栄養士養成施設 5 0 
栄養士養成施設 5 1 
介護福祉士養成学校 4 1 
福祉系高等学校等 4 1 
あ・は・き養成施設 1 1 

計 19 4 
 

（２）補助金の交付 

①業務概要 
地方公共団体を交付対象とする補助金等の執行事務のうち、結核医療費負担金や地方公共団

体が整備する社会福祉施設、保健衛生施設の施設・設備費の交付決定などの執行業務を行って

います。 
また、補助金等の交付を受けて取得した財産を交付の目的に反して使用する等の処分を行

うにあたっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づく厚生労働大

臣の承認が必要とされており、四国厚生支局では、補助金等で整備した施設・設備に関する

財産処分の承認審査を行っています。 
 

②業務実績 
令和５年度における業務実績は、次のとおりです。 
 

【補助金等の交付】                           （単位：円） 

補助金等名称 交付目的 交付決定額 

結核医療費負担金 

都道府県、保健所を設置する政令市及び特別区が行う

従業禁止・命令入所患者に対する医療に要する費用の

一部を負担する 

50,852,297 

結核医療費補助金 

都道府県、保健所を設置する政令市及び特別区が行う

一般患者に対する医療に要する費用等の一部を補助す

る 

3,842,048 

原爆被爆者健康診

断費交付金 

都道府県、広島市及び長崎市が行う原爆被爆者の健康

診断に要する費用並びに被爆者健康手帳の交付に要す

る費用を交付する 

5,400,399 

原爆被爆者手当交

付金 

都道府県、広島市及び長崎市が行う医療特別手当、特

別手当、健康管理手当、保健手当並びに原子爆弾小頭

症手当の支給に要する費用並びに事務の処理に要する

費用を交付する 

323,041,601 
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補助金等名称 交付目的 交付決定額 

原爆被爆者葬祭料

交付金 

都道府県、広島市及び長崎市が行う原爆被爆者葬祭料

支給事業に要する費用並びに事務の処理に要する費用

を交付する 

24,827,166 

児童扶養手当給付

費負担金 

都道府県知事等が行う児童扶養手当の支給に要する費

用の一部を負担することにより、父又は母と生計を同

じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と

自立の促進に寄与し、もって児童の福祉の増進を図る 

5,063,289,740 

児童入所施設措置

費等負担金 

児童入所施設への児童等の入所後の保護又は委託後の

養育につき、児童福祉施設最低基準を維持するために

要する費用として、地方公共団体の支弁した経費に対

し、国が負担する 

4,933,904,966 

特別児童扶養手当

事務取扱交付金 

都道府県知事又は市町村長が、特別児童扶養手当等の

支給に関する法律に基づいて特別児童扶養手当の支給

事務を行うための経費を交付する 

39,184,631 

特別障害者手当等

給付費負担金 

都道府県市が行う特別障害者手当、障害児福祉手当等

の支給に要する費用の一部を負担することにより、精

神又は身体に重度の障害を有する者の福祉の増進を図

る 

1,336,179,453 

婦人保護事業費負

担金 

「売春防止法」に基づき要保護女子についてその転落

の未然防止と保護更生を図ること及び「配偶者暴力防

止法」に基づき配偶者からの暴力被害者である女性の

保護等を目的とする 

47,427,633 

婦人相談所運営費

負担金 
423,407 

婦人保護事業費補

助金 
23,011,219 

子どものための教

育・保育給付交付

金 

子ども・子育て支援法第68条第１項の規定に基づき、

市町村が支弁する施設型給付費等の支給に要する費用

の一部を負担することにより、子どもが健やかに成長

するように支援することを目的とする 

36,993,672,594 

子どものための教

育・保育給付費補

助金 

子ども・子育て支援法附則第14条第３項の規定に基づ

き、「認可化移行運営費支援事業」等の実施に要する

経費に対し補助金を交付し、もって待機児童の解消を

図るとともに、子どもを安心して育てることができる

ような体制整備を行うことを目的とする 

0 

子育てのための施

設等利用給付交付

金 

子ども・子育て支援法第68条第２項の規定に基づき、

市町村が支弁する施設等利用費の支給に要する費用の

一部を負担することにより、子どもが健やかに成長す

1,164,298,319 
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補助金等名称 交付目的 交付決定額 

るように支援すること及び子どもの保護者の経済的負

担を軽減することを目的とする 

子ども・子育て支

援交付金 

子ども・子育て支援法第61条の規定に基づき市町村が

策定する市町村子ども・子育て支援事業計画に基づく

措置のうち、同法59条に規定する地域子ども・子育て

支援事業に要する経費に充てるため交付することによ

り、子ども・子育て支援の着実な推進を図ることを目

的とする 

4,710,477,000 

子ども・子育て支

援施設整備交付金 

子ども・子育て支援法第61条の規定に基づき市町村が

策定する市町村子ども・子育て支援事業計画に基づく

放課後児童クラブ及び病児保育事業を実施するための

施設の整備を促進することにより、放課後児童対策及

び病児保育事業の推進を図ることを目的とする 

196,054,000 

保健衛生施設等施

設整備費補助金 

農村検診センター、特定感染症指定医療機関施設等の

施設・設備を整備し、地域住民の健康増進並びに疾病

の予防及び治療を行い、もって公衆衛生の向上に寄与

することを目的とする 

 

4,649,000 

保健衛生施設等設

備整備費補助金 
63,074,000 

保健衛生施設等災

害復旧費補助金 

災害により被害を受け、その災害復旧に関し、厚生労

働大臣と協議して承認を得た施設の災害復旧事業に要

する費用等の一部を補助する 

0 

社会福祉施設等施

設整備費補助金 

社会福祉法人等が整備する施設整備に要する費用の一

部を補助することにより、施設入所者等の福祉の向上

を図ることを目的とする 

918,426,000 

社会福祉施設等災

害復旧費補助金 

社会福祉法人等が整備した施設であって、暴風、洪

水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害

を受けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣等に協

議して承認を得た災害復旧事業に要する費用の一部を

補助することにより、災害の速やかな復旧を図り、も

って施設入所者等の福祉を確保することを目的とする 

0 

地域介護・福祉空

間整備等施設整備

交付金 

地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進

に関する法律第4条に基づき、市町村が作成した市町

村整備計画に基づく事業又は事務の実施に要する経費

に充てるため、市町村に交付することにより、地域に

おける公的介護施設等の施設及び設備等の整備事業を

推進することを目的とする 

364,664,000 
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補助金等名称 交付目的 交付決定額 

次世代育成支援対

策施設整備交付金 

次世代育成支援対策推進法第11条第1項に規定する交

付金に関する省令第1条第2項に規定する施設の新設、

修理、改造、拡張又は整備に要する費用の一部に充て

るために、国が交付する交付金であり、もって、次世

代育成支援対策を推進することを目的とする 

223,453,000 

就学前教育・保育

施設整備交付金 

保育所等の新設、修理、改造又は整備に要する経費並

びに防音壁の整備及び防犯対策の強化に係る整備に要

する経費の一部に充てるために国が交付する交付金で

あり、もって、こどもを安心して育てることが出来る

体制の整備を促進することを目的とする 

1,804,671,000 

 

【財産処分の承認等】 

区分 処理件数 

財産処分承認申請     8 
包括承認事項における財産処分報告の受理      13 

計      21 
 

（３）医療安全の普及・啓発 

①業務概要 

厚生労働省では医療の安全に関する取り組みの普及及び啓発に関する業務を所管し、毎年 

１１月２５日を含む１週間を「医療安全推進週間」と位置づけ医療安全対策の推進を図って

います。 

四国厚生支局では、医療機関の管理者等の資質の向上を図るため、医療安全対策に関する知

識等の習得等を行う「医療安全セミナー」を開催しています。 

 

②業務実績 

令和５年度においては、グループワーク形式で実施する「ワークショップ」をオンライン形

式により開催しました。 

 

テーマ「医療事故発生時の医療安全管理部門の対応」 

開催方法 オンライン形式（Ｚｏｏｍ） 

実施年月日 令和５年１１月１５日（水） 

対象者 四国４県に在住又は勤務する以下の者 

（１） 医療機関において医療安全管理体制の中心的役割を担う者 

① 医療機関管理者 

② 医療安全管理者 

（２） 四国４県、保健所設置市において、医療安全に関わっている者 

（ただし、（１）の者を優先する。） 
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参加人数 ３９名（徳島県１０名、香川県１０名、愛媛県１０名、高知県９名） 

 

プログラム 担当講師等 

講演 

「医療安全の基本、医療事故への対応」 

講師：久米 基彦 

 高知大学医学部附属病院 

  医療安全管理部 副部長、教授 

グループワーク 

「医療事故発生時の医療安全管理部門の対応」 

 

 

４グループ 

（１グループ９人～１０人） 

 

ファシリテーター：４名 

 久米 基彦 医師 

 （医療安全管理部 副部長） 

 武内 世生 医師 

 （医師専任リスクマネージャー） 

 松本 かおり 看護師 

 （看護師専任リスクマネージャー） 

藤田 博子 薬剤師 

 （薬剤師専任リスクマネージャー） 

  

  

各グループの発表（各グループ 10 分）  

まとめ 講師：久米 基彦 

 高知大学医学部附属病院 

  医療安全管理部 副部長、教授 

 

（４）民生委員及び児童委員の委嘱 

①業務概要 
民生委員は、都道府県知事（指定都市、中核市の長を含む。以下同じ。）の推薦によって厚

生労働大臣が委嘱し、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ必要な援

助を行い、さらに福祉事務所等関係行政機関に対する協力など社会福祉の増進に努めています。 
また、民生委員は、児童委員を兼務することとされています。児童委員のうち主任児童委員

は、都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣が指名し、児童の福祉に関する児童相談所等関

係行政機関と児童委員との連絡調整や児童委員の活動に対する援助を行っています。 
民生委員及び児童委員の任期は３年とされており、３年ごとに一斉改選（直近の改選は令和

４年１２月１日に行われ、任期は令和７年１１月３０日まで）が行われています。 
四国厚生支局では、民生委員及び児童委員の委嘱・解嘱、主任児童委員の指名並びに厚生労

働大臣表彰状及び感謝状の授与などの業務を行っています。 
令和６年３月末現在の四国厚生支局管内の民生委員数は、次のとおりです。 

 
（単位：人） 

 

県・市 民生委員数 主任児童委員数 

県 徳島県 1,810 183 
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香川県 1,170 143 
愛媛県 2,336 293 
高知県 1,521  130 

中 

核 

市 

高松市 771 85 
松山市 908  87 
高知市 633 53 

計 9,149 974 
 
②業務実績 

令和５年度における民生委員・児童委員の委嘱等の業務実績は、次のとおりです。 
 

区分 処理件数 

民生委員・児童委員の委嘱 182 
民生委員・児童委員の解嘱    195 
主任児童委員の指名 12   
厚生労働大臣表彰状の授与 18 
厚生労働大臣特別表彰の授与 4 
厚生労働大臣感謝状の授与 83 

 
（５）医師少数区域等で勤務した医師を認定する制度 
  ①制度概要 
    医師少数区域等における勤務の促進のため、医師少数区域等に一定期間（６ヵ月以上）勤務

し、その中で医師少数区域等における医療の提供のために必要な業務を行った方を厚生労働大

臣が認定する制度です。 

    なお、認定を受けた医師は、地域支援病院の管理者になることができるほか、その医師が在

籍する病院等において、医師少数区域等で勤務する医師の質の向上のための研修費用や書籍の

購入など経済的支援を補助金により受けることができます。 

 

②業務概要 

      認定を受けたい医師自らが、個々の患者の生活背景を考慮し、幅広い病態に対応する継続

的な診療や保健指導、他の医療機関や、介護・福祉事業者等との連携、地域住民に対する健

康診査や保健指導等の地域保健活動の実績を届け出ていただき、四国厚生支局で申請書を審

査し医師少数区域等における医療に関する経験を認定します。 

   

③業務実績 

     令和５年度における認定状況は、次のとおりです。     

内容 件数 

医師少数区域等で勤務した医師の認定 25 
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（１）地域包括ケアシステムの構築支援に関する企画・立案、総合調整 

①業務概要 
団塊の世代（約 800 万人）が 75 歳以上となる 2025 年（令和 7 年）以降は、国民の医

療や介護の需要が、さらに増加することが見込まれています。このため、厚生労働省におい

ては、2025 年（令和 7 年）を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもと

で、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる

よう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）構築を推進してい

ます。 

当課では、この地域包括ケアシステムの構築の支援のため、県と連携しつつ、市町村におけ

る取組を推進・支援しています。具体的には、支援方策を検討するための四国厚生支局地域

包括ケア推進本部の設置・運営や、県・市町村・学識経験者等の関係者との意見交換会を開

催しています。 

 
②業務実績 

令和５年度における地域包括ケア推進本部会議、フォーラム等の開催状況及び視察の実績は、

次のとおりです。 
 

【地域包括ケア推進本部会議の開催状況】 
開催 会議内容 

令和６年２月26日 ・令和５年度の業務実績について  
・令和６年度の業務計画について  
・講演 「患者情報共有連携とオンライン診療」  
・各県令和５年度新規事業等報告 

 
  

６ 地域包括ケア推進課 

◆四国厚生支局地域包括ケア推進本部の概要 

・設置目的：四国厚生支局管轄区域内における地域包括ケアシステムの構築を推進するため、県及び市

町村等に対する必要な支援について協議するとともに、地域の特性に応じた地域包括ケアシステムの

構築に資する具体的な支援を実施します。 

・組  織：本部長、副本部長、本部員、参与 

四国厚生支局として総合的に支援等を協議･実施するため、支局長を本部長、次長を副本

部長、支局内関係課所長を本部員として設置。 

本部員は、指導総括管理官、総務課長、企画調整課長、健康福祉課長、管理課長、調査

課長、徳島事務所長、愛媛事務所長、高知事務所長、地域包括ケア推進課長、地域包括ケ

ア推進課長補佐、地域包括ケア推進官、地域支援事業係長、その他本部長が必要と認めた

者。 

参与として、地域包括ケア関係の専門家及び地方自治体課室長。 

38



 
 

【フォーラム等の開催状況】 

ア．令和５年度認知症セミナー 

日  時：令和５年７月 19 日（水）９：45～ 

場  所：会場参集（広島県医師会館 201 会議室）及びオンライン開催（Zoom ウ

ェビナー） 

参 加 者：県及び市町村認知症施策担当職員、認知症疾患医療センター職員、 

若年性認知症支援コーディネーター、地域包括支援センター職員、 

認知症地域支援推進員、認知症の人と家族の会等 

参加人数：333 名 

 

イ．オーラルフレイルセミナー 

日  時：令和５年７月 28 日（金）13：30～ 

場  所：高松サンポート合同庁舎 南館１階 南 101 大会議室 

参 加 者：四国管内の県担当者及び市町村担当者並びに介護施設職員等 

参加人数：170 名 

 

ウ．令和５年度居住支援セミナー 

日  時：令和５年 11 月２日（木）13：30～ 

場  所：会場参集（高知城ホール４階多目的ホール）及びオンライン開催（Zoom

会議） 

参 加 者：四国管内の市町村介護保険主管課担当者及び住宅部局担当者並びに居住支

援に関心のある団体担当者等 

参加人数：97 名 

 

エ．国の地方支分部局職員を対象とした認知症サポーター養成講座 

日  時：令和５年 12 月５日（火）14：00～ 

場  所：四国森林管理局庁舎 ２階大会議室 

参 加 者：高知市に所在する国の地方支分部局職員等 

参加人数：28 名   ※高知事務所主催 

 

オ．国の地方支分部局職員を対象とした認知症サポーター養成講座 

日  時：令和５年 12 月８日（金）14：00～ 

場  所：徳島第２地方合同庁舎２階 共用第１会議室 

参 加 者：徳島市に所在する国の地方支分部局職員等 

参加人数：26 名   ※徳島事務所主催 

 

カ．国の地方支分部局職員を対象とした認知症サポーター養成講座 

日  時：令和５年 12 月 14 日（木）14：00～ 

場  所：松山地方合同庁舎 ６階共用会議室 

参 加 者：松山市に所在する国の地方支分部局職員等 

参加人数：26 名   ※愛媛事務所主催 

 

キ．国の地方支分部局職員を対象とした認知症サポーター養成講座 

日  時：令和５年 12 月 19 日（火）13：30～ 

場  所：高松サンポート合同庁舎 南館１階 南 101 大会議室 

参 加 者：高松市に所在する国の地方支分部局職員等 

参加人数：61 名 
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【地域包括ケアシステム構築に関する情報収集等のための視察】 

視察先 実施日 

YURURI ゆすはら（高知県梼原町） 令和５年 5 月 30 日 

御荘診療所（愛媛県愛南町） 令和５年６月５日 

ヘルスケアモビリティ（高知県宿毛市） 令和５年６月６日 

 

（２）地域包括ケアシステムの普及・啓発 

①業務概要 
地域包括ケアシステムに関する施策について、厚生労働省老健局と連携を図りながら、都道

府県等が行う取組との関係に留意しつつ、講演の実施、関係行事への積極的な参加等、これ

ら施策の普及・啓発に資する取組を行います。 
あわせて、厚生労働省老健局が地方厚生（支）局の区域等ごとにブロック会議、研修会等を

開催する場合においては、その企画立案段階から協力するとともに、開催のための連絡調整、

資料作成、運営等を行います。 
また、四国厚生支局ホームページを活用し、地域包括ケアシステム関係情報について広く情

報提供を行うとともに、四国厚生支局管内各自治体と情報共有を行っています。 
 

②業務実績 

認知症施策に関する中国四国厚生局・四国厚生支局管内ブロック会議は、令和５年７月 19

日に開催しました。 

 

（３）地域支援事業の助言・支援 

①業務概要 

管内市町村の地域支援事業の取り組み状況や好事例を把握するとともに、分析及びその結果

を踏まえた情報共有や助言及び連携を図るため、事例発表や意見交換を行うセミナー等に参

加しています。 

 

②業務実績 

令和５年度における県等主催のセミナー等への参加実績は、次のとおりです。 
 

名称 主催 場所（参加形態） 実施日 

第１回介護予防・日常生活支援総合事業の充実に

向けた検討会 
厚生労働省 Web R5.4.11 

アジャイル型地域包括ケア政策共創オンラインサ

ロン 

藤田医科大学、医療

経済研究機構 
Web R5.4.26 

令和５年度地域包括ケア推進課新任職員研修 厚生労働省 Web R5.5.10 

令和５年度地域包括支援センター等新任職員研修 香川県 
香川用水資料館 

（高松市） 
R5.5.11 
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一体的実施に係る事務に関する担当者研修（第１

回：交付申請に関する事務） 
厚生労働省 Web R5.5.19 

令和５年度高齢者の保健事業と介護予防の一体的

実施に係る支援者研修会～データヘルス計画策定

に向けて～ 

国民健康保険中央会 Web R5.5.23 

自治体実務セミナー「健康寿命をのばすための取

り組み～高齢者の骨折を防ぐには～」 
時事通信社 Web R5.5.30 

第２回介護予防・日常生活支援総合事業の充実に

向けた検討会 
厚生労働省 Web R5.5.31 

一体的実施に係る事務に関する担当者研修（第２

回：意見交換会・ヒアリング、実績報告に関する

事務） 

厚生労働省 Web R5.6.2 

第２回アジャイル型地域包括ケア政策共創オンラ

インサロン 

藤田医科大学、医療

経済研究機構 
Web R5.6.8 

令和５年度地域包括ケア若手職員研修会 厚生労働省 
厚生労働省 

（東京） 

R5.6.8～

R5.6.9 

地域包括ケアシステム構築支援セミナー 愛媛県 Web R5.6.14 

第９期介護保険事業計画策定セミナー 愛媛県 Web R5.6.15 

令和５年度地域包括支援センター等新任職員研修 香川県 
香川用水資料館 

（高松市） 
R5.6.19 

地域づくり加速化事業 アドバイザー事前研修会 
日本能率協会総合研

究所 
Web R5.6.29 

第３回介護予防・日常生活支援総合事業の充実に

向けた検討会 
厚生労働省 Web R5.6.30 

地域づくり加速化事業 オリエンテーション 
日本能率協会総合研

究所 
Web R5.7.14 

第６回徳島県地域包括ケアシステム学会学術集会 徳島大学 
徳島大学蔵本キャン

パス内大塚講堂 
R5.8.27 

居住支援研修会 
全国居住支援法人協

議会 
Web R5.9.1 

令和５年度高齢者住まい・生活支援伴走支援事業 

第１回全体会議 
厚生労働省 Web R5.9.6 
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ITC 技術セミナーin 松山 
総務省四国総合通信

局 
Web R5.9.13 

中国四国地方農福連携オンラインセミナー 

法務省広島矯正管区・

高松矯正管区、農林水

産省中国四国農政局 

Web R5.9.15 

居住支援研修会 ２日目 
全国居住支援法人協

議会 
Web R5.9.28 

令和５年度 中国５県地域包括ケア事業推進セミ

ナー 

鳥取県、島根県、岡

山県、広島県、山口

県、中国四国厚生局 

Web R5.10.5 

居住支援研修会 ３日目 
全国居住支援法人協

議会 
Web R5.10.13 

令和５年度重層的支援体制構築推進人材養成研修 厚生労働省 Web R5.10.18 

令和５年度 近畿地域包括ケア等推進省庁横断セ

ミナー 
近畿厚生局 Web R5.10.24 

居住支援研修会 ４日目 
全国居住支援法人協

議会 
Web R5.10.25 

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施意見交

換会 
香川広域連合 

マリンパレス 

さぬき 
R5.11.22 

香川県地域包括ケアシステム学会 第６回学術集

会 

香川県地域包括ケア

システム学会 
レクザムホール R5.12.10 

長期療養者就職支援担当者連絡協議会 愛媛労働局 松山若草合同庁舎 R5.12.14 

令和５年度四国ブロック再犯防止シンポジウム 

高松検察庁、高松法務

局、高松矯正管区、四

国地方更生保護委員会 

レクザムホール R5.12.21 

徳島県地域両立支援推進チーム会議 徳島労働局 徳島県医師会館 R6.1.26 

居住支援法人等との意見交換会 法務省高松矯正管区 高松刑務所 R6.2.8 

令和５年度刑務所出所者等に対する福祉支援に係

る協議会 
法務省高松矯正管区 高松法務合同庁舎 R6.2.19 

地域支えあいフォーラム 2024 
綾川町・綾川町社会

福祉協議会 

綾南農村環境改善セ

ンター 
R6.3.6 
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（４）認知症施策の普及・啓発、各種事業の助言・支援 

①業務概要 
令和６年６月に公布された「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」に基づき、認

知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的か

つ計画的に推進するため、講演実施や関係行事へ参加し、普及・啓発に関する取組を行うと

ともに、介護保険法の地域支援事業において、包括的支援事業として位置づけられている認

知症初期集中支援チーム及び認知症地域支援推進員に関する事業の実施状況の把握、助言、

支援等を行っています。 
 

②業務実績 
若年性認知症施策担当者等会議は令和６年２月６日に開催しました。 
また、県等主催のセミナー等への参加実績は、次のとおりです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 主催 場所（参加形態） 実施日 

オンラインセミナー「認知症の本人とともに、

暮らしやすい地域を作ろう！」 

一般財団法人 人と

まちづくり研究所 
Web R5.6.22 

認知症キャラバンメイト養成研修 香川県 
香川県社会福祉 

総合センター 
R5.6.29 

令和５年度第１回健やか生活応援講座 

認知症とうまく付き合うために知っておきたい

こと 

香川県 香川県立図書館 R5.8.17 

令和５年度香川県認知症初期集中支援チーム員

研修会 
香川県 高松商工会議所 R5.11.30 

愛媛県認知症研修会 愛媛県 
愛媛県総合社会福祉

会館 
R5.12.7 

令和５年度高知県チームオレンジ市町村向け研

修 
高知県 

高知県立ふくし交流

プラザ 
R6.2.20 

◆共生社会の実現を推進するための認知症基本法の概要 

【目的】 

認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的

に推進していく。 

【基本理念】 

認知症施策は、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、①～⑦を基本理

念として行う。 

① 全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生

活を営むことができる。 

② 国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関す

る正しい知識を深めることができる。 
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（５）地域支援事業交付金や地域医療介護総合確保基金(介護分)の執行 

①業務概要 
地域支援事業交付金は、市町村が地域支援事業として、被保険者が要介護状態または要支援

状態となることを予防し、社会に参加しつつ、地域における包括的な相談及び支援体制、多

様な主体の参画による日常生活の支援体制、在宅医療と介護の連携体制及び認知症高齢者へ

の支援体制の構築等を一体的に推進するために交付するもので、内示額決定のための事前協

議など執行業務等を行っています。 
地域医療介護総合確保基金（介護分）は、地域の実情に応じた介護従事者の確保対策を支援

するため、都道府県計画を踏まえて実施される「参入促進」、「資質向上」、「労働環境･処

遇の改善」に資する事業の支援、いわゆる「介護人材分」と、地域包括ケアシステムの構築

に向けて、都道府県計画に基づき、「地域密着型サービス施設等の整備」、「介護施設の開

設準備軽費等」、｢特養多床室のプライバシー保護のための改修等」、地域の実情に応じた介

護サービス体制の整備を促進するための支援、いわゆる「施設整備分」について、翌年度の

所要額調査等を行っています。 
 

②業務実績 
令和５年度における業務実績は、次のとおりです。 

【地域支援事業交付金】 
業務内容 実施時期 

令和４年度実績報告取りまとめ ８月 
令和５年度交付申請書取りまとめ ８月 
令和５年度変更交付申請書取りまとめ ３月 

③ 認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去することにより、全て

の認知症の人が、社会の対等な構成員として、地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を

営むことができるとともに、自己に直接関係する事項に関して意見を表明する機会及び社会のあらゆ

る分野における活動に参画する機会の確保を通じてその個性と能力を十分に発揮することができる。 

④ 認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ

目なく提供される。 

⑤ 認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等が地域において安心して

日常生活を営むことができる。 

⑥ 共生社会の実現に資する研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予

防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持

って暮らすための社会参加の在り方及び認知症の人が他の人々と支え合いながら共生することができ

る社会環境の整備その他の事項に関する科学的知見に基づく研究等の成果を広く国民が享受できる環

境を整備。 

⑦ 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行わ

れる。 
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【地域医療介護総合確保基金(介護分) 】 
業務内容 実施時期 

都道府県ヒアリング(介護分) ― 

 
（６）介護保険事業(支援)計画に関する助言・支援 

①業務概要 
介護保険法第 116 条の国の基本指針に基づき、市町村は法第 117 条第１項、都道府県は

法第 118 条第１項に基づき、３年を１期（令和６〜８年度）とする第９期介護保険事業（支

援）計画を定めることとされています。 

これらの計画作成に関する進捗状況、作成に当たっての課題等について、老健局と連携を図

りながら、管内の県を通じて把握し、課題のある市町村及び県に関しては当該県に対して必

要な助言及び支援を行います。 

また、第９期介護保険事業（支援）計画に関し、四国厚生支局管内の各県による計画の作成

状況及び市町村支援の状況を確認するため、ヒアリングを実施しています。ヒアリングの際

に、第９期介護保険事業（支援）計画の作成状況についての進捗及び意見聴取を行いました｡ 

 

②業務実績 

令和５年度における各県へのヒアリング実績は、次のとおりです。 
   

県名 実施日 

徳島県 11 月８日 

香川県 11 月 14 日 

愛媛県 11 月８日 

高知県 11 月 14 日 
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（１）健康保険組合に対する認可・指導監督 

①業務概要 
健康保険組合は、健康保険法に基づき国の健康保険事業を代行する公法人です。 
四国厚生支局では、健康保険事業を運営している健康保険組合の指導監督及び健康保険組合

に対する規約変更の認可等を行っています。 
また、健康保険組合の設立・解散及び合併等の事務指導を行っています。 
 
 
 
 
 

 
②業務実績 

令和５年度は、６組合を対象に実地監査を行いました。 
令和５年度における申請書等の処理件数は、次のとおりです。 

                      （単位：件） 

区分 
規約改正等の 

認可 
届出等の受理 

大臣への提出 

書類の経由 

公法人証明、 

印鑑証明等 

健康保険組合 8 73 276 34 

 

（２）全国健康保険協会支部に対する認可・質問検査 

①業務概要 
中小企業等のサラリーマン等が加入する健康保険は、全国健康保険協会が運営しており、都

道府県ごとに４７の支部が設置されています。 
四国厚生支局では、四国管内に所在する４支部への質問検査及び立入検査に係る認可等を行

っています。 
 

②業務実績 
令和５年度は、全国健康保険協会支部の１支部について保険者機能の強化の観点から立入検

査を行いました。 
令和５年度における申請書等の処理件数は、次のとおりです。 

                 （単位：件） 

区分 立入検査等の認可 

全国健康保険協会 1 

 

 

７ 保険年金課 

◆健康保険組合の状況（令和６年 3 月末現在） 
 

○健康保険組合数     ２３組合 
○被保険者数     約９．５万人 
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（３）確定給付企業年金、確定拠出年金（企業型年金）に対する認可・指導監督 

①業務概要 
確定給付企業年金は、労使合意の年金規約に基づき、事業所と信託会社・生保会社等が契

約を結び、母体企業の外で年金資産を管理・運用し年金給付を行う「規約型」と、母体企業と

は別の法人格をもった基金を設立したうえで、基金において年金資産を管理・運用し年金給付

を行う「基金型」があります。 
確定拠出年金は、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己責任において運用の指図を

行い高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするための制度です。 
四国厚生支局では、確定給付企業年金、確定拠出年金（企業型年金）に係る認可、承認及

び指導監督等を行っています。 
 

 
 

 
 

②業務実績 
令和５年度は、確定給付企業年金（基金型を含む。）の監査について、書面監査６０件を行

いました。 
令和５年度における申請書等の処理件数は、次のとおりです。 

                                   （単位：件）  

区分 
規約(改正を含

む)の承認等 
届出等の受理 

大臣への提出

書類の経由 

公法人証明、 

印鑑証明等 

確定給付企業年金 57 560 32 55 
確定拠出年金 30 361   

 

◆承認規約数の状況（令和６年 3 月末現在） 
 

○確定給付企業年金（基金型を含む。）３０７規約 
○確定拠出年金（企業型年金）    １３３規約 
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（１）国民健康保険の保険者等に対する助言・指導監督 

①制度概要 

国民健康保険は、自営業者等他の医療保険制度（被用者保険、後期高齢者医療制度）に加

入していない者を被保険者とし、疾病、負傷、出産又は死亡に関する給付を行う制度です。都

道府県及び市町村（特別区を含む）が保険者となる市町村国保と、業種ごとに組織される国民

健康保険組合から構成されております。また、国民健康保険団体連合会は、都道府県及び市町

村並びに国民健康保険組合が共同で事務を行うため都道府県単位で設立された団体であり、診

療報酬の審査及び支払事務などを実施しています。 
 

②業務概要 
四国厚生支局管内の国民健康保険の保険者等に対し、国民健康保険事業の適正かつ安定的

運営の確保を図り、保険財政の健全化、医療費の適正化及び保健事業の充実に努めるよう、指

導監督を行っています。 
 

③業務実績 
  令和５年度における業務実績は、次のとおりです。 

（単位：件） 

県 市町村 国保組合 国保連合会 

4 4 0 2 

 

  ④主な助言内容 

・保険料等の収納対策の強化に関すること。 
・特定健診の受診率向上に関すること。 
・医療費適正化対策に関すること。 

 

（２）後期高齢者医療制度に係る助言・指導監督 

①制度概要 

後期高齢者医療は、従来の老人保健制度に代わって、平成２０年４月に創設された医療保

険制度で、原則７５歳以上の者を被保険者としています。制度の運営は都道府県ごとに全市町

村が加入する後期高齢者医療広域連合が行っており、国民健康保険団体連合会は診療報酬の審

査及び支払事務などを実施しています。 
 

②業務概要 
四国厚生支局管内の後期高齢者医療の保険者等に対し、後期高齢者医療事業の適正かつ安

定的運営の確保を図り、保険財政の健全化及び医療費の適正化に努めるよう、指導監督を行っ

ています。 

８ 管理課 
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③業務実績 
令和５年度における業務実績は、次のとおりです。 

（単位：件） 
県 市町村 広域連合 国保連合会 

4 4 4 2 

 

④主な助言内容 

・保険料等の収納対策の強化に関すること。 
・健康診査の受診率向上に関すること。 
 

（３）社会保険診療報酬支払基金審査委員会事務局の監督 

①概要 

社会保険診療報酬支払基金は、被用者保険に係る診療報酬の審査支払機関です。支払基金

は、医療機関から請求された診療報酬（診療内容）が適正であるかどうかを審査した上で、保

険者に請求を行います。保険者は、事業主と被保険者から納められた保険料により支払基金に

診療報酬を払い込み、支払基金は、この診療報酬を毎月一定の期日までに医療機関に支払いま

す。このように、医療費は、医療機関、保険者が個別にそれぞれの請求・支払を行うのではな

く、支払基金という公的な機関を通して適正に審査され、支払われています。 
 

②業務概要 
四国厚生支局管内の社会保険診療報酬支払基金審査委員会事務局に対して、業務の適正かつ

効率的な運営を確保することを目的として監査を実施しています。 
 

③業務実績 
  令和５年度における業務実績は、次のとおりです。 

 

内容 件数 
監査 １ 
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（１）特定機能病院に対する立入検査 

①制度概要 

特定機能病院は、医療施設機能の体系化の一環として、高度な医療の提供、高度な医療技術の

開発及び高度な医療に関する研修を実施する能力等を備えた病院について、厚生労働大臣から特

定機能病院として承認を得た医療機関になります。四国管内において国の承認を得ている特定機

能病院は、現在、各県の大学病院（4 機関）になります。 

なお、質の高い臨床研究を推進するため、国際水準の臨床研究や医師主導治験の中心的役割を

担う病院を臨床研究中核病院として国が承認を行っておりますが、現在、四国管内に承認された

医療機関はございません。 

 

②業務概要 
医療法第２５条第３項の規定に基づき、特定機能病院が法令に規定された人員及び構造・設備

を有し、かつ、適正な管理を行っているか等について検査するため、特定機能病院に対する立入

検査業務を行っています。主な検査項目は次のとおりです。 

（立入検査の主な検査項目） 

・医療の安全の確保について  ・院内感染対策について  ・医薬品に係る安全管理について 

・医療機器に係る安全管理について  ・平成 28 年改正省令事項 

・平成 30 年改正省令事項   ・令和 3 年改正省令事項  ・職員健康診断 

・特定機能病院の要件事項   ・医療上の事故事例の対応状況について 

 

③業務実績 
令和５年度における業務実績については、４機関全て対面による検査を実施しました。 

 

内容 件数 
立入検査 4 件 

 
（２）保険医療機関等及び保険医等に対する指導監督 

①制度概要 

保険医療機関等若しくは保険医等に対する指導及び監査は、保険医療機関等における保険診療

等について定められている「保険医療機関及び保険医療養担当規則」（保険薬局若しくは保険薬

剤師の場合は、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」）を理解していただき、保険診療等の

質的向上及び適正化を図ることを目的として、各種法令に基づき実施しています。 

また、指定訪問看護事業者、柔道整復師及びはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師につ

いても同様に各種法令や通知に基づき実施しています。 

 

 

 

９ 医療課 
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②業務概要 
保険医療機関等及び保険医等に対する指導監査業務について、香川県については指導監査課が

担当し、徳島県、愛媛県及び高知県については、所在する県事務所が担当して実施していますが、

案件によっては、当課と共同して指導監査業務を実施しています。 
また、臨床研修指定病院、大学附属病院等の保険医療機関等に対して、厚生労働省、四国厚生

支局及び県が共同して行う特定共同指導や共同指導を実施しています。 
さらに、各県事務所等に対する連絡調整や業務指導・監督等を行い、当支局管内における指導

監査業務の円滑な実施に努めています。 
令和６年３月末現在の四国厚生支局管内における指定・登録等状況は、次のとおりです。 

 

区分 機関数（登録人数） 備考 

保険医療機

関等 

病院 442機関 歯科併設65機関含む 

医科診療所 2,591機関 歯科併設27機関含む 

歯科診療所 1,845機関  

薬局 1,890機関  

保険医等 

医師 15,247人  

歯科医師 3,621人  

薬剤師 11,393人  

指定訪問看護事業者 616機関  

柔道整復施術所 1,292機関  

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ施術所 886機関  

 
③業務実績 

令和５年度における特定共同指導・共同指導は、次のとおり実施しました。 

内容 区分 機関数 
特定共同 医科 １機関 

共同指導 
歯科 ２機関 
薬局 ４機関 
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調査課は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師及び指定訪問看護事業者等の医

療保険事業の療養担当者に係る情報の管理及び分析や四国厚生支局の医療指導部門の訴訟に

係る業務の調整を行っています。 

 

（１）保険医療機関等管理システムの運用、情報の管理及び分析 

○業務概要 
  健康保険法に基づく保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者の指定に係る情報や保 

険医療機関において診療に従事する保険医及び保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師

の登録に係る情報等について、保険医療機関等管理システムからデータを抽出し、四国厚生

支局のホームページに掲載しています。 
  また、個別指導において保険医療機関等に改善を求めた主な指摘事項についても、適正な保

険診療、診療報酬の請求に役立てていただく目的から、ホームページへの掲載を行っています。 
 

（２）保険医療機関等の情報公開 

  ①業務概要 

    行政機関の保有する情報の公開に関する法律（情報公開法）等に基づき、医療指導部門の保     

   有する行政文書の開示請求について、対応を行っています。 

   

②業務実績 

    令和５年度における開示請求の処理状況は、次のとおりです。 
 

部門 件数 

医療指導部門 23 

 

（３）医療指導部門の訴訟に関する調整 

  ①業務概要 

    国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に基づき、四国厚生支 

局長が行った処分について、国を被告とする訴訟（医療指導部門に属するものに限る。）に

係る業務の調整を行っています。 

   

②業務実績 

    令和５年度には訴訟対応はありませんでした。 

 
 
 

１０ 調査課 
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（１）保険医療機関等及び保険医等に対する指導監査 

①制度概要 

 ア 保険医療機関等に対する指導・監査 

「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等に定められている保険診療（保険調剤）の 

取扱い及び診療（調剤）報酬の請求等に関する事項について周知徹底し、保険診療（調剤）

の質的向上及び適正化を図ることを目的として、健康保険法等の規定に基づき、保険医療機

関、保険薬局、保険医及び保険薬剤師に対して指導を実施しています。 
 

   イ 指定訪問看護事業者、柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師に対す

る指導・監査 
「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」等に定められている指定訪問看護 

の取扱い及び訪問看護療養費の請求に関する事項について周知徹底し、指定訪問看護の質的

向上及び適正化を図ることを目的として、健康保険法等の規定に基づき、指定訪問看護事業

者、訪問看護ステーションの看護師等に対して指導を実施しています。 
また、受領委任の取扱規程等に定められている保険施術の取扱い及び療養費の請求に関す

る事項について周知徹底し、保険施術の質的向上及び適正化を図ることを目的として、厚生

労働大臣の通知に基づき、受領委任に係る登録等を受けた柔道整復師、はり師、きゅう師及

びあん摩マッサージ指圧師に対して指導を実施しています。 
 

②業務概要 
指導は次の形態により行っています。 

ア 保険医療機関等に対する指導・監査 
    ・集団指導＝保険医療機関等又は保険医等を対象に e ラーニング等で実施。 

・集団的個別指導＝保険医療機関等を対象に講習会方式で実施。 

 ・個別指導＝保険医療機関等を対象に個別面談方式で実施。 

・新規個別指導＝新規指定の保険医療機関等を対象に個別面談方式で実施。 

 

   イ 指定訪問看護事業者、柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師に対す

る指導・監査 
・集団指導＝新規指定の指定訪問看護事業者、受領委任の取扱い等を承諾した柔道整

復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師を対象に講習会方式で実施。 

・個別指導＝指導対象となる指定訪問看護事業者、柔道整復師、はり師、きゅう師、

1１ 指導監査課及び各県事務所 

四国厚生支局管内４県について、香川県は指導監査課が、徳島県、愛媛県、高知県は

各県事務所が保険医療機関等の指導などの業務を行っています。 
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あん摩マッサージ指圧師に対して個別面談方式で実施。 

 

なお、診療内容や診療報酬・療養費の請求に不正又は著しい不当があったこと等により、監

査を実施する場合がありますが、その監査の結果に基づき、必要に応じて保険医療機関・保

険薬局、指定訪問看護事業者の指定の取消、保険医等の登録取消等及び柔道整復師、はり師、

きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いの中止等の行

政上の措置を行います。 
 

③業務実績 
   令和５年度における業務実績は、次のとおりです。 

 

【保険医療機関等の指導状況】                                 （単位：件） 

 
新規 

個別指導 
集団指導 

集団的 

個別指導 
個別指導 

徳島 

医 科 ・ 病 院 0 42 6 2 

医科・診療所 8 146 33 2 

歯科 4 114 19 1 

薬局 12 69 30 3 

香川 

医 科 ・ 病 院 0 30 6 0 

医科・診療所 10 145 30 1 

歯科 6 101 20 2 

薬局 7 84 42 1 

愛媛 

医 科 ・ 病 院 0 37 5 1 

医科・診療所 7 225 36 0 

歯科 7 158 38 7 

薬局 13 117 49 2 

高知 

医 科 ・ 病 院 0 61 8 0 

医科・診療所 4 94 22 4 

歯科 6 67 24 0 

薬局 7 64 23 0 

計 

医科・病院 0 170 25 3 

医科・診療所 29 610 121 7 

歯科 23 440 101 10 

薬局 39 334 144 6 
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【指定訪問看護事業者の指導状況】  （単位：件） 

 集団指導 個別指導 

徳島 14 0 

香川 14 0 

愛媛 20 0 

高知 11 1 

計 59 1 
 

【柔道整復師の指導状況】      （単位：件） 

 集団指導 個別指導 

徳島 8 0 

香川 16 0 

愛媛 14 0 

高知 6 0 

計 44 0 

 

【はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の指導状況】  

（単位：件） 

 集団指導 個別指導 

徳島 8 0 

香川 9 0 

愛媛 25 0 

高知 2 0 

計 44 0 

 

（２）保険医療機関等の施設基準の調査 

①制度概要 

保険医療機関及び保険薬局は、「施設基準」（従事者数、施設・設備等に関して厚生労働大

臣が定めた基準）を満たすことにより、所定の診療（調剤）報酬を算定できます。 

 

②業務概要 
四国厚生支局では、保険医療機関等から提出された施設基準に係る届出の審査、受理、受

理後の調査等の業務を行っています。 
 

③業務実績 
   令和５年度における適時調査の状況は、次のとおりです。 

                             （単位：件） 
 医科・病院 医科・診療所 歯科 薬局 

徳島 23 0 0 0 

香川 13 0 0 0 

愛媛 30 0 0 0 

高知 28 0 0 0 

計 94 0 0 0 
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（３）保険医療機関等の指定及び保険医等の登録 

①制度概要 

    医療機関又は薬局が健康保険等の公的医療保険による診療等を行うためには、保険医療機関

又は保険薬局として厚生労働大臣の指定を受けなければなりません。また、保険医療機関に

おいて健康保険等の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険等

の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた保険医または保険薬剤師でなけれ

ばならないとされています。 
    指定訪問看護ステーションが指定訪問看護事業を行った場合には、医療保険から訪問看護療

養費が支給されます。訪問看護事業者が、健康保険法に基づく訪問看護事業を行うためには、

厚生労働大臣の指定を受ける必要があります。 
    被保険者等が柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師（以下「柔道整復

師等」という。）から施術を受けた場合、その費用は、原則として被保険者等が一旦柔道整

復師等に支払い、後日、保険者から療養費として償還を受ける現金給付の仕組みとなってい

ます。しかし、被保険者の負担を軽減するため、柔道整復師等から施術を受けた被保険者等

は一部負担金に相当する額のみを柔道整復師等に支払い、残りの療養費は、被保険者等から

受領委任を受けた柔道整復師等が保険者に請求する仕組み（受領委任払い）を採っています。 
 
②業務概要 

ア 健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局並びに指定訪問看護事業者の指定を行い

ます。 
イ 保険医療機関等において健康保険等の診療に従事する医師又は保険薬局において健康保

険等の調剤に従事する薬剤師の保険医及び保険薬剤師の登録を行います。 
ウ 柔道整復師の受領委任に関する登録及び承諾を行います。 
エ はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の受領委任の申出の受付及び承諾を行い

ます。 
 

③業務実績 
  令和５年度における業務実績は、次のとおりです。 
 

【保険医療機関等の指定状況】                       （単位：件） 

 
医科 歯科 薬局 

指定 更新 指定 更新 指定 更新 

徳島 24 182 9 107 21 61 

香川 14 170 7 99 44 76 

愛媛 23 252 12 147 29 103 

高知 7 153 5 67 23 54 

計 68 757 33 420 117 294 
     ※「歯科」は病院併設機関を含んだ合計件数。 
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【指定訪問看護事業者の指定状況  （単位：件） 

 指定 廃止 辞退 

徳島 13 4 0 

香川 23 3 0 

愛媛 22 1 0 

高知 21 3 0 

計 79 11 0 

 

【保険医等の登録状況】                                   （単位：件） 

 新規登録 抹消等 
異動 

転入 転出 

徳島 

医 師 46 5 52 33 

歯 科 医 師 26 6 10 21 

薬 剤 師 43 2 37 23 

香川 

医 師 75 14 96 126 

歯 科 医 師 5 3 10 9 

薬 剤 師 52 3 37 42 

愛媛 

医 師 89 14 119 152 

歯 科 医 師 5 14 15 11 

薬 剤 師 73 2 52 53 

高知 

医 師 68 3 61 88 

歯 科 医 師 3 1 10 5 

薬 剤 師 50 0 27 33 

計 

医 師 278 36 328 399 

歯 科 医 師 39 24 45 46 

薬 剤 師 218 7 153 151 

  ※「抹消等」欄は抹消、死亡、取消の合計件数。 

 
（４）四国地方社会保険医療協議会部会の運営 

①制度概要 
四国地方社会保険医療協議会議事規則により、保険医療機関及び保険薬局の指定について、 

四国地方社会保険医療協議会部会の部会で審議を行っています。 
 

②業務概要 
四国地方社会保険医療協議会部会を各県に設置し、庶務を行っています。 

 
③業務実績 

令和５年度における四国地方社会保険医療協議会部会は、各県において月１回（年１２回）

開催されました。 
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 ○ 社会保険各法による保険者が決定した不服申立への対応 

  ①業務概要 
    社会保険審査官は、社会保険審査官及び社会保険審査会法（昭和２８年法律第２０６号）の

規定により地方厚生（支）局に設置され、厚生労働大臣から任命された独立した機関として、

社会保険各法（健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民年金法等）に基づく保険

（年金）給付や被保険者資格、標準報酬、保険料（ただし、国民年金に限る。これ以外の保

険料は社会保険審査会へ審査請求を行う。）について、保険者（厚生労働大臣、日本年金機

構理事長、全国健康保険協会各支部長等）が行った処分決定に対する不服申立てである審査

請求の業務を行っています。 
 

  ②業務実績 
    令和５年度における審査請求の取扱状況は、次のとおりです。 
                                            （単位：件） 

制度 

受付状況 処理状況 
翌年度 
繰越し 前年度 

繰越し 
受付 計 取下げ 移送 

決定状況 
計 

却下 容認 棄却 

健康保険 0 7 7 0 0 0 0 6 6 1 

船員保険 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

厚生年金保険 16 47 63 4 0 1 0 44 49 14 

国民年金 11 47 58 1 0 1 0 46 48 10 

合計 27 101 128 5 0 2 0 96 103 25 

     （注１）「取下げ」とは、審査請求後に保険者が処分を変更した等の理由により訴えの利益がなくなり、審査請

求人が審査請求を取下げしたものです。 

     （注２）「移送」とは、他の厚生局扱分が提出された場合に管轄厚生局へ移送したものです。 

     （注３）「却下」とは、法定請求期間を経過してからの審査請求や保険者の処分決定が行われていないなど、所

要の要件を満たしていないため、審査請求の内容を審理するに至らないと判断したものです。 

     （注４）「容認」とは、審査請求の内容を審理し、審査請求を認め、原処分を取り消すと判断したものです。 

     （注５）「棄却」とは、審査請求の内容を審理し、審査請求を認めず、原処分は適正と判断したものです。 

１２ 社会保険審査官室 
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（１）不正薬物の取締り 

  ①業務概要 
ア 不正薬物の取締り 

麻薬取締部は、薬物犯罪の捜査を行う機関です。同部に所属する麻薬取締官が、麻薬及

び向精神薬取締法第５４条の規定に基づき、厚生労働大臣の指揮監督を受け、刑事訴訟法

の規定による司法警察員として、次の法律で規定される不正薬物の取締りを行っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
イ 各取締機関との連携 

毎年、関係機関の担当者が出席する「四国地区麻薬取締協議会」を開催しています。 
また、取り扱った薬物事犯の性質及び態様によっては、適宜、関係機関（警察、税関等）

と情報交換、合同捜査を行っています。 
 
②業務実績（令和５年１～１２月） 

ア 不正薬物の取締件数等 
                       
              
           
                 
                        
 
 

 
 

（押収物）  
覚醒剤              103.455ｇ 

乾燥大麻            2,067.724ｇ 

 検挙件数  検挙人員 
麻薬及び向精神薬取締法違反 7 件 5 名 
大麻取締法違反  8 件 9 名 
覚醒剤取締法違反 7 件 15 名 
麻薬特例法違反 8 件 5 名 
医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律違反 
1 件 1 名 

計 31 件 35 名 

１３ 麻薬取締部 

〔薬物関連五法〕 

○麻薬及び向精神薬取締法：ヘロイン、コカイン、ＭＤＭＡ、ＬＳＤ、向精神薬等 
○大麻取締法 ：大麻、大麻樹脂・大麻オイル等の大麻濃縮物 
○あへん法  ：あへん、けし、けしがら 
○覚醒剤取締法：覚醒剤、覚醒剤原料 
○麻薬特例法 ：業として行う薬物の密輸密売やマネー・ロンダリングの処罰、 

薬物犯罪収益の没収等 
〔その他〕 

○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律：指定薬物等 

○刑法：第２編第１４章 あへん煙に関する罪 
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大麻濃縮物              0.708ｇ 

大麻草                  17 株 

麻薬（コカイン）            0.04g 

指定薬物              127.47g 

 
   イ 各取締機関との連携  

令和５年度は、愛媛県松山市において「四国地区麻薬取締協議会」を開催しました。 
同協議会においては，厚生労働省、法務省、財務省、警察庁、海上保安庁、高松高等検察

庁、地方検察庁、税関、海上保安本部、県警察本部等の機関が出席し、各機関の活動状況、

取締りの実情等の情報交換を行うとともに、薬物犯罪の手口や裁判例の分析及び捜査上の留

意点について討議等を行い、関係機関相互の連携を図っています。 
 
   ウ 捜査実績 
     令和５年８月、被疑者住居の捜索により、乾燥大麻約 1.8 キロや栽培中の大麻草 17 株の

ほか、密売器具機材などを発見し現行犯逮捕し、その後の捜査により同人が SNS を悪用し

大麻を密売していることが判明したため、購入客４名を検挙後、重刑確保及び薬物犯罪収益

のはく奪を目的として麻薬等特例法（業態犯）を送致しました。本事犯において、送致件数

人員として 23 件 15 名、押収量として乾燥大麻 2067.03 グラム、大麻草 17 本、麻薬コカイ

ン 0.04 グラムを押収するとともに大麻密売収益の一部（1,559,580 円）につき没収保全手続

きを実施しました。 
なお、同手続きは、全国麻薬取締部では初となる前払式支払手段（バーコード決裁手段残

高）（電子マネー資金移動サービス PayPay）に対する没収保全となります。 
     また、令和５年５月、愛媛県警察及び神戸税関松山税関支署と合同で、元暴力団ら関係者

による覚醒剤製造事件について、愛媛県松山市内の一軒家の捜索を実施し、製造担当者の台

湾人男性を現行犯逮捕し、その後の捜査により首魁である元暴力団員のほか関係者計 13 名

を検挙するとともに覚醒剤原料ルートや製造方法など事犯の全容解明に尽力しました。 
 
（２）薬物鑑定 

  ①業務概要 
麻薬取締部の鑑定官が最新の分析機器を駆使して、押収した証拠品を科学的かつ中立的な立

場から鑑定しており、薬物犯罪を立証する上で中核となる業務です。 
なお、押収した証拠品の鑑定結果を記載した鑑定書は、裁判において科学的に証明された重

要な証拠として採用されます。 
鑑定の主な業務は、以下のとおりです。 

○押収した薬物の鑑定 
○薬物使用の証明に係る生体試料（尿、汗、毛髪）の鑑定 
○注射器、パイプ、秤量器具等の関係押収品に係る付着物の鑑定 
○迅速かつ信頼性の高い鑑定手法の開発、新たな規制薬物に係る分析法の研究 

 
  ②業務実績（令和５年１月～１２月） 
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鑑定官が受理した鑑定嘱託件数は、２０２件（検体数：３０３検体）です。 
 

（３）医療用麻薬等の指導・監督 

  ①業務概要 
ア 許認可 

麻薬、向精神薬等は、中枢神経系に作用して精神機能に影響を及ぼす物質であり、その

使用方法を誤ると危険な薬物ですが、すぐれた鎮痛、鎮静効果等を有しているものがあり、

医薬品として必要不可欠なものです。 
これら薬物の適正な取扱いを確保するため、使用及び流通を正当な目的（医療又は学術

研究）に限定した上、その取扱者を免許、許可、届出制とすることで、不正ルートへの横

流し等を無くし、国民の健康被害を未然に防止しています。 
麻薬取締部は、これら免許等申請にかかる書類審査や現場確認等の業務を行います。 
また、特定の麻薬等原料物質については、外国において麻薬等密造の原料に用いられて

いることから、これらの原料を日本から輸出するにあたっては、輸入国政府宛の事前通報

や外国政府からの事前通報に対する回答事務を行い、正規の取引であることを確認してい

ます。 
   イ 立入検査 

麻薬、向精神薬等を正規に取扱う業者や医療機関等に対する指導・監督については、そ

の業務所等への立入検査を実施することが最も効果的であるため、従来から各県の麻薬取

締員や保健所職員と協力して立入検査を行い、麻薬取扱者等に対する行政指導を行ってい

ます。 
 

②業務実績（令和５年１～１２月）  
ア 許認可件数 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
イ 立入検査 

○麻薬関係 件 数 
麻薬輸入業者 0 件 
麻薬輸出業者 0 件 
麻薬製剤業者 0 件 
家庭麻薬製造業者 0 件 

 件 数 
麻薬関係 51 件 
向精神薬関係 17 件 
麻薬向精神薬原料関係 6 件 
覚醒剤・大麻関係 1 件 
けし関係 1 件 

計  76 件 
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○麻薬関係 件 数 
麻薬元卸売業者 1 件 
麻薬卸売業者 0 件 
麻薬小売業者 10 件 
病院・一般診療所   8 件 
飼育動物診療施設 1 件 
麻薬研究者 1 件 

計 21 件 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）薬物乱用者対策・再乱用防止活動 

薬物相談電話（TEL 087-823-8800）を設置し、薬物乱用者やその家族等からの相談に応じ

ています。麻薬取締部を含む捜査機関により検挙され、保護観察が付かない執行猶予判決を受

けた薬物初犯者等やその家族等が希望した場合は、再乱用防止対策プログラムも実施していま

す。 
麻薬取締部では、令和元年度より再乱用防止支援員（精神保健福祉士等の専門支援員）を配

置し、支援対象者に対し同支援員によるワークブック（自習用教材）を用いたプログラムの実

施、家族への助言等の支援を行うほか、地域の精神保健福祉センターや依存症治療機関等との

連携及びこれらの施設への支援対象者の支援引継ぎに取り組んでいます。 
また、薬物中毒者に対しては、各県の麻薬取締員等と協力し、再び薬物に手を出さないよ

う必要な助言・指導を行っています。 
さらに、薬物依存・中毒者の治療、社会復帰支援に携わる関係機関（医療機関、行政機関

○向精神薬関係 件 数 
向精神薬輸入業者 0 件 
向精神薬製造製剤業者  0 件 
免許みなし卸売販売業者 0 件 
免許みなし薬局   10 件 
病院・一般診療所・歯科 7 件 
飼育動物診療施設  1 件 

計  18 件 
 

○覚醒剤関係 件 数 
覚醒剤研究者 0 件 
覚醒剤原料取扱者 0 件 
薬局 10 件 
病院・診療所 7 件 
飼育動物診療施設  1 件 

計 18 件 

62



 
 

等）の専門職員による取組みについて、情報・意見交換を通じて、相談業務の充実、地域にお

ける関係機関の連携強化を図っています。 
令和５年度は、徳島県で「中国四国地区薬物中毒対策連絡会議」を開催し、また併せて

「中国四国地区再乱用防止対策講習会」も開催いたしました。 
これらの会議は、中国四国厚生局管内と四国厚生支局管内で毎年交互に開催し、本年度は、

山口県で開催予定です。 
 

  再乱用防止支援対象者の推移（令和元年 4 月～令和 5 年 12 月） 

 R1 R2 R3 R4 R5 

対象者数（人） 3 ７ 5 7 4 

 

（５）薬物乱用防止啓発活動 

①薬物乱用防止教室等への講師派遣（令和５年４～令和６年３月） 
薬物乱用を防止するためには新たな乱用者を生まない社会環境を構築する必要があり、そ

のために薬物に手を出す前の青少年に対する広報啓発として学校、ＰＴＡ、各種団体等が主催

する薬物乱用防止教室等に講師として職員を派遣しています。 
また、保健所やその他公的機関等からも依頼を受け、講師として職員を派遣しています。 

    業務実績（令和５年４月～令和６年３月） 
○講演実施状況 件 数 対象人員 
小学校・中学校・高等学校・大学等 14 件 3,322 名 
教育委員会等（教育関係） 1 件 600 名 
保健所等 2 件 210 名 
その他公的機関等 4 件 168 名 

計  21 件 4,300 名 

 
②「ダメ。ゼッタイ。」普及運動 

薬物乱用対策として、政府の薬物乱用対策推進会議により「第五次薬物乱用防止五か年戦

略（平成３０年８月）」が策定されました。その背景のもと、国内の薬物乱用防止活動を推進

すべく、官民一体となり国民一人一人の薬物乱用問題に関する知識を高めるため、及び、国連

総会決議による「６．２６国際麻薬乱用撲滅デー」の周知を図る目的で、毎年「ダメ。ゼッタ

イ。」普及運動を実施しています。 
（令和５年度運動期間：６月２０日～７月１９日） 

 
③不正大麻・けし撲滅運動 

あへん法で「けし」、麻薬及び向精神薬取締法で「ハカマオニゲシ」、大麻取締法で「大

麻」が規制されていますが、自生の大麻やけし等が薬物乱用者の間で不正に流通し悪用される

ことがないよう、けしの開花時期や大麻の生長期に合わせ、不正大麻・けし撲滅運動を実施し、

関係機関等に対してポスター、リーフレット等を配付するとともに、管内各県、保健所職員等

と協力して不正大麻・けしの発見・除去を行っています。 
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（令和５年度運動期間：５月１日～６月３０日） 
 

④麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動 
厚生労働省と各都道府県が共催して国民の薬物乱用防止に対する意識を深めるため、地域

団体を加え麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動を行っています。 
令和５年度は、高知県において「麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動高知大会」を参集形式

により開催しました。 
この大会は、中国四国厚生局管内と四国厚生支局管内で毎年交互に実施し、本年度は鳥取県 

で開催予定です。 
（令和５年度運動期間：１０月１日～１１月３０日）     
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